
平
成
２
２
年
度
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
に
つ
い
て
② 

平
成
２
２
年
度
の
労
働
関
係
諸
法
令
に
関
す
る
主
な
変
更
点
を

ご
紹
介
し
ま
す
。 

   

（１
）建
設
労
働
者
緊
急
雇
用
確
保
助
成
金 

 

建
設
投
資
が
低
迷
す
る
中
、
公
共
事
業
も
減
少
し
て
い
く
こ
と
が

見
込
ま
れ
、
建
設
業
者
の
倒
産
、
そ
れ
に
伴
う
多
く
の
離
職
者
の
発

生
な
ど
雇
用
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
雇
用
維
持
と
再
就
職
促
進
の
た
め
に
こ
の
助
成
金
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
助
成
金
は
次
の
２
種
類
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

・建
設
業
新
分
野
教
育
訓
練
助
成
金 

・建
設
業
離
職
者
雇
用
開
発
助
成
金 

 

①
建
設
業
新
分
野
教
育
訓
練
助
成
金 

 

・建
設
労
働
者
を
新
た
な
事
業
に
従
事
さ
せ
る
た
め
教
育
訓
練

を
実
施
し
た
場
合
、
必
要
な
教
育
訓
練
に
か
か
っ
た
経
費
と
賃
金
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

②
建
設
業
離
職
者
雇
用
開
発
助
成
金 

・建
設
業
以
外
の
事
業
主
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
で
４
５
～
６
０

歳
の
建
設
業
離
職
者
を
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
し
て
雇
い
入
れ

る
場
合
、
賃
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

（２
）新
卒
者
体
験
雇
用
助
成
金 

 

・就
職
先
が
未
決
定
の
新
規
学
卒
者
を
対
象
に
、
就
職
先
の
選
択

肢
を
広
げ
る
た
め
、
３
１
日
間
体
験
的
に
雇
用
す
る
場
合
、
賃
金
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

 

●
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
の
不
正
受
給
対
策 

一
昨
年
か
ら
支
給
要
件
も
毎
々
緩
和
さ
れ
て
き
た
中
小
企
業
緊

急
雇
用
安
定
助
成
金
（雇
用
調
整
助
成
金
）の
不
正
受
給
拡
大
を
防

ぐ
た
め
と
し
て
、
対
策
を
強
化
す
る
と
厚
生
労
働
省
よ
り
発
表
さ

れ
ま
し
た
。 

 

平
成
２
１
年
４
月
～
平
成
２
２
年
１
月
ま
で
の
間
に
、
架
空
の
休

業
や
教
育
訓
練
を
実
施
し
た
と
虚
偽
の
申
請
を
行
っ
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
５
２
事
業
所
、
約
１
億
９
，
３
５
０
万
円
が
不
正
と
し
て
処
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
（１
社
平
均
で
３
７
２
万
円
）こ
の
数
字
は
、
予
算
執

行
額
（数
千
億
円
）か
ら
す
る
と
ほ
ん
の
一
握
り
で
、
潜
在
的
に
は
か

な
り
の
不
正
受
給
（偽
装
休
業
）が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

対
策
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
と
・・・ 

 

＊
教
育
訓
練
の
計
画
届
・変
更
届
の
内
容
見
直
し 

 

計
画
届
に
つ
い
て
、
労
働
者
別
に
予
定
日
を
記
載
す
る
形
式
と
し
、 

今
後
は
教
育
訓
練
に
関
す
る
計
画
届
に
限
っ
て
、
実
施
日
が
減
少

す
る
場
合
も
変
更
届
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。 

＊
教
育
訓
練
実
施
に
関
す
る
確
認
方
法
の
見
直
し 

 

教
育
訓
練
を
実
施
し
た
こ
と
の
証
明
だ
け
で
な
く
、
教
育
訓
練
を

実
施
し
た
個
々
の
労
働
者
ご
と
に
受
講
を
証
明
す
る
書
類
（事
業

所
内
訓
練
の
場
合
の
受
講
者
ア
ン
ケ
ー
ト
、
事
業
所
外
訓
練
の
場
合

の
受
講
料
の
領
収
書
等
）の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。 

  

実
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
４
月
以
降
、
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、

休
業
等
を
実
施
し
た
労
働
者
の
一
部
に
対
し
て
、
電
話
に
よ
る
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
助
成
金
申
請
数

が
減
少
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
本
格
的
に
実
地
調
査
を
進
め
て
い
く

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 
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助成金額 主な受給要件 
①
訓
練
に
か
か
っ
た
経
費
の
２
／
３
（
１
日
当
た
り
２
０
万
円
、

６
０
日
分
を
限
度
） 

②
訓
練
を
受
け
さ
せ
た
労
働
者
１
人
に
つ
き
日
額
７
０
０
０
円

（＝
上
限
額
。
６
０
日
分
を
限
度
） 

①
と
②
の
合
計
額 

 ①
建
設
業
以
外
の
事
業
（＝
新
分
野
）を
新
た
に
開
始
す
る
こ
と 

②
雇
っ
て
い
る
建
設
労
働
者
を
新
分
野
に
従
事
す
る
た
め
に
必 

要
な
教
育
訓
練
（
ｏ
ｆ
ｆ
Ｊ
Ｔ
に
限
る
）
の
実
施
計
画
を
作
成
し

て
、
計
画
に
従
っ
て
有
給
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と 

③
対
象
者
は
１
年
以
上
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る
建
設
労
働
者
で

あ
り
、
教
育
訓
練
終
了
後
も
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と 

 

助成金額 主な受給要件 
＊
中
小
企
業
：
９
０
万
円
／
１
人
に
つ
き 

（半
年
ご
と
４
５
万
円×

２
回
） 

＊
大
企
業
：
・・５
０
万
円
／
１
人
に
つ
き 

（半
年
ご
と
２
５
万
円×

２
回
） 

 ①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
４
５
歳
以
上
６
０
歳
未
満
の
建

設
業
離
職
者
を
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
に
よ
り
被
保
険
者

と
し
て
雇
い
入
れ
る 

ⅰ.

建
設
業
を
行
う
事
業
所
で
建
設
業
務
に
従
事
し
て
い
た 

 

労
働
者 

ⅱ.

建
設
業
を
行
っ
て
い
た
個
人
事
業
主 

②
資
本
金
等
、
離
職
者
を
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
と
密
接 

 

な
関
係
に
あ
る
事
業
主
で
は
な
い
こ
と 

助成額 体験雇用の対象者  
対
象
者
１
人
当
た
り
８
万
円 

①
Ｈ
２
１.

１
０
～
２
２.

９
ま
で
に
卒
業
し
た
者
で
、
雇
入
れ 

開
始
日
現
在
の
満
年
齢
が
４
０
歳
未
満
の
者 

②
職
安
に
求
職
登
録
を
行
い
、
就
職
先
が
未
決
定
の
者 

③
Ｈ
２
３.

３.

末
ま
で
に
体
験
雇
用
を
開
始
し
た
者 

④
１
週
間
３
０
時
間
以
上
働
く
雇
用
保
険
の
被
保
険
者 

と
し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
た
者 

⑤
体
験
雇
用
の
開
始
日
は
卒
業
日
の
翌
日
以
降
で
あ
る
こ
と

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
『体
験
雇
用
』求
人
登
録
が
必
要 


